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令和 3年 3月 12口

西 山キ ミユ様成年後見人

司法書士 安部 高樹 先生

T~851-2105
長崎県西彼杵郡時津町浦郷 443-10 平瀬 ビル 2階

弁護士法人大村綜合法律事務所 時津オフイス

TEL 095-894-5270
臥 X 095-89′ 1-5271

西山和子成年後見人

弁護士   力Π   藤   貴

ご  連  絡

冠省 西山和子 (以下 「和子」といいます。)の成年後見人 として, ご連絡いた

します。

西山キミユ様 (以下 「キミヱ様」といいます。)と 和子の土地を一体 として駐

車場 として賃貸 している件につきまして,和 子が取得すべき賃料部分をこれま

で保管いただきあ りがとうございま した。

当職が和子の成年後見人 として就任いた しま したので,和子が取得すべき過

去の賃料部分の精算をお願いしたく存 じますc

メールでご連絡いただいたとお り,双方の土地の面積に応 じて,和子 43:キ
ミユ様 57の比率で分酉己してくださいます と幸いです。

つきましては,当職でも金額の検算をさせていただきたいので,精算結果 と,

過去の賃料がわかる資料をご送付 くださいます よう:お願い申し上げます。

,力ょお,裁判所 と協議 し,当職 としましては′キミユ様の経済状況により,全額

のお支払いが難 しい場合は,可能な範囲でのお支よ́/、 いをしていただき,残部は債

務 (債権)と して残すことを想定 してお ります。

また,本書面の到達をもって,過去の賃料の分配についての支払催告 (平成 2

9年改正前民法 147条 ,同 153条 )と 致 します。お手数ですが,本書面を受

領 されま したら,本書面を当事務所宛てに FAXく ださいます と幸いです。

また,今後の和 了‐が取得すべき賃料部分は,以下の日座にご入金 ください。

|・人親和銀行 チ トセ ピア支店  1可 座番号 29141_8
口座名義人 西 ||1和 子成年後見人加藤貴大      草々

西山和子成年後見人 弁護 il

_上記文書を受領 しました。
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西山キミヱ様成年後見人

司法書士 安部 高樹 先生

令和 3年 5月 18日

〒 851--2105
長崎県西彼杵郡時津町浦郷 443--10 平瀬 ビル 2階

弁護士法人大村綜合法律事務所 時津オアイス

TEL c)95--894-―-5270

FA:x: o95-894--5271
西 山和子成年後見人

弁護士   カロ 藤 貴 大

ご  _連  絡

1

冠省 西山和子の成年後見人としてご連絡いたします。

駐車場賃料の清算につきまして,当職の考えをお知らせします。

消滅時効期間について

まず,賃料の消滅時効期間につきまして,不当利得として 10年間の消滅時

効期間等が考えられる1と 存じます。

ただ,いずれの消滅時効期間を採用するにしても,改正前民法 158条 1項

の類推適用により,消滅時効は完成していないものと考えます。

同条の適用対象は成年被後見人であるところ,成年被後見人と同様に,精神

障害上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は,保護の必要性

があると考えられます (最高裁平成 26年 3月 14日 第二小法廷判決)。

そして,債務者は西山和子の母であるキミヱ様ですから,西 山和子が事理を

弁識する能力を欠く常況にあったことは,時効完成前からご存知であったと考

えられます。そのため,改正前民法 158条を類推適用したとしても,消滅時

効完成に対する債務者 (キ ミヱ様)の正当な期待を害することになるとは思わ

れません。

そのため,賃貸当初からの全期間の賃料について,消滅時効は完成していな

いと考えております。

2 経費について

1民法附則 (平成 29年 6月 2日 法律第 44号)10条 4項

に

し
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経費については,キ ミヱ様 と和子が,土地の面積に応 じて負担すべきものと

存 じます。

これまで |こ掛かった経費の金額を教えてくだされば,当 職においても計算い

た します。

支払方法について

キミヱ様 ヒ和子は親子であり,キ ミュ様は施設入居中ですので,和子に返還

してぃただくべき金額の うち,キ ミニ様にとって過度な負担とならない範囲で

返還 していただきたいと考えています「

そこで,キ ミニ様がお支払い可能な額をお支払いいただき,そ の余は残債務

として残 したままに したいと考えてお ります。残債務は,キ ミI様の生活に支

障のない範囲で今後お支払いいただき,最終的な残債務はキミヱ様を被相続八

とす る相続の際に考慮することとしたい と存 じます。

4 合意書作成について

上記の考えにそって、合意書を作成 したい と考えてお ります。

金額は未定 ですので,ま ずは金額以外の部分について協議をさせ 【[いただけ

ればと存 じま九

合意書案をお送 りしますので,修正が必要 とお考えの部分があれば,ご指摘

いただけます と幸いで 九

ご質問

合意書作成にあたり,以下の情報をお知らせくださいますよう,お願い申し

上げます。

(1)遡れる可能な限りで,最も古い時期の,本件駐車場賃貸をしていた時期は

いつですか。

(2)(1)か ら現在までの期間中の,駐車場全体の賃料の額,そ のうちキミヱ様が

取得していた賃料の額を,わかる範囲で構いませんのでお知らせください。

(3)(1)か ら現在までの期間中の,経費の内訳と,キ ミヱ様がこれまで支払った

金額を,わかる範囲で構いませんのでお知らせください。

(4)キ ミヱ様が和子に対し一括してお支払い可能な額,及び今後分害」して支払

い可能な支払頻度及び金額をお知らせください。

(5)回答に添えて,キ ミヱ様所有の駐車場土地の登記情報を添付していただけ

ますと助かります。
草々
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西山和子 (以 下「甲」とい う。)と 西山キミニ (以 下
「
乙」とい う.)と の間で

,

甲乙それ ぞれが所有する隣接 した下記土地を一体の註車場 として賃貸すること

により乙が令和 3年画月圏日までに得ていた賃料の甲 ^ヽ の分配 (以 下「本件1と

い う。)について、本 日,下記のとお n合意が成立したので,合意成立の証 とし

て,本書面 2通 を作成 し,甲 乙各 1通ずつ保管する´

記 〔物件の表示リ

1 甲所有の土地

所在 長崎県諫旦市城見町

地番  45香
地 目 雑種地

地積  151平 方メ一`トル

2 乙所有の土地

所在 長崎県諫 早市城見町

地香  4國番

地 目 雑種地

地積 国平方メーー
|ヽ ル

記 (合意内容 )

第 1条 乙は,甲 に対 し,賃料分配金 として,国 万吻円の支払義務がある 1■ とを

認める.

第 2条 乙は,甲 に対し,前条の金員のうち爾万吻円を,令和 3年吻月緻日限り,

甲成年後見人名義の預金口座 (国銀行艤支店,普通預金,国座番号M)

に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

.笛崚 ノた
ク1''り

'ラ

iヽ 乙は,甲 に対 し,第 1条の金員か ら第 2条の金員を控除した残額である

四万鰯円について,以下のとお り分割 して,第 2条 と同じ振込方法によ

り支払 う。

令和 3年隕月から令和に年爾月まで,毎月末 日限 り吻万吻円

令和燒年吻月爾日限 り,M万 爾円

第 4条  甲は,甲 と乙が親子であることに鑑み,乙が第 3条の義務を怠 り甲が履

行請求をするにあたっては, 乙が生活に困窮 しないよう十分に配慮す

るc

て
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第 5条 甲及び乙は,甲 と乙との間で,本件に関し,本 合意書に定める他に何 ら

の債権債務のないことを相互に確認する。
1ヽ l L
と人_二 _

令和吻年囃月囃日

長崎市泉 2~:]~目 10番 17号

西 LI 下口 子

(甲成年後見人)

住 所 長崎県西彼杵郡時津町浦郷443-10 平瀬ビル 2階

氏 名 弁護士  カロ 藤 貴 大   印

長崎市泉 2丁 目10番 17号

西 山 キ ミ ヱ

(乙成年後 見人 )

住 所 長崎市 :万 才町 2--7 松 本ビル 2〔):3

氏 名 司法書士 安 部 高 樹   印
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T和 3年 5月 24日

西山和子様成年後見人

弁護士 カロ藤 貴大 先生

〒 850-0033

長崎県長崎市万才町 2番 7号

松本 ビル 203
TE砲  095--826-4451
FAX 095-826-4425

西 山キ ミヱ成年後見人

司法書士 安部高樹

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

西山キミヱの成年後見人 としてご連絡いた します。

本年 5月 18日 付の先生の 「ご連絡」文書を拝読 しました。

諌早市の 「正林駐車場」の賃料についての合意書作成にあたって、

先生 ご提示の合意書案の検討、また先生か らのご質問にお答 えす るための調

査 。確認に相応の時間を要すると考えますので、お時間をいただければ幸いで

す。

なお、諫早市の西山キミヱ所有土地 (諫早市城見町 46番 )の本 国付の登記

情報を同封 させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

敬具

絡連い́
」
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2021/05/24 11:54 現在の情報です。

表  題  部   (土地の表示) 調製 平成 8年 9月 12日 不動産番号 3117000219583

地図番号 J633-2、  J633-
4

筆界特定 1茶
~■~

所   在 諌早市城見町 匠二蔓

②地 目 ③  地 積    ゴ 原因及びその日付 〔登記の 日付〕

7■1_■ 1 宅 地 82:64 医亜王

46番 宅 地 214:00 昭和 43年 3月 7日 土地区画整理法による換地
処分 従前の土地諌早市輪内名 727番 2、 7
31番 1

〔昭和 43年 5月 7日 〕

匿ニコ三 匠三匡 1上_‐ _| 昭和 63年法務省
の規定により移記
平成 8年 9月 12

令第 37号附則第 2条第 2項

目

匿≡亜 雑種地 202 ②年月日不詳地目変更
③錯誤
国土調査による成果
〔平成20年 7月 14日 〕

に
権  禾」 部 (甲 区 )(所 有 権 に 関 す る 事 項)

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日。受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1

付記 1号

所有権移転 昭和 54年 9月 11日
第 13833号

原因
所有者

西
順位 3

昭和 54年 3月 21日 相 :

長堕童:重型■■上生番地
山 紘 二
番の登記を移記

続

1番登記名義人住所変更 匠二亘 原因 平
住所 長
国土調査
平成 20

成 13
崎市三
による
年 7月

年 12月 1日 住所移転
和町 413番地
成果
14日 付記

1至三亘 匠≡亜 昭和 63年法務省令第 37号附則第 2条第 2項
の規定により移記
平成 8年 9月 12日

, 所有権移転 令和
第 1

1年 9月 11日
5434号

原因
所有

西

平成 31年 3月 22日 相続
者 長崎市泉二丁目10番 17号

山 キ ミ ヱ

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

ヒ
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差出入 1

送信 国BttI

宛先 I

件名 1

加藤貴大 <kato@O m ura― law.jp>

2021年 12月 7日 火曜 日 12:15

tOgitSu(a)(DF「lu ra― laヽV.Jp

FWi正林駐車場の過去分の賃料について

弁護士 加藤 貴大  IKato Takahl「 o)

弁護士法 人́大村綜合法律手務所 時津オフ |ヌ

「巨|_095-894-5270

一―――Orttinal MeSSage一 ――
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丁o:katoOol¬ ura― law.ip

Sヒlblecti ljW:正 林駐車場の過去分 の賃料 について

西山和子様 成年後見人 弁護士 加藤 貴大 先生

お世話になってお |り ます。

ご連絡いただきました本年 7月 5日 付のメールは下記のものかと存 じます。

転送の形でお送 りいた |ま す。
Lろ

L′ くお願い申 |_′ 上げます。

下850-0033

長崎 県長崎市万才町 2番 7号

司法書士 安部高樹事務所

司法書士 安部高樹

TEI_  095-826-4451

「
ax 095-826-4425

h ttp://www.shihoo.con・

abe(こDshihoo.con¬

松本 ビル 203

―――一〇riglnal Message― 一――

Fro肛 安部高樹 (Takaki Abe)<abe@shihoo.co m>



Sent:Monday,」 uly 5,202110:21 AM

To:kato@o11l u ra― law.jp

Subiecti正 林駐車場の過去分の賃料について

西山和子様 成年後見人 弁護士 加藤 貴大 先生

先日いただいたI林駐亘場の過去の賃料について合意書作成のための先生からのこ質

問の件、

こ返事等か遅れてお り申し訳あ ||ま せん。

種々考えますと、西山和子様に西山キミエが支払うべき過去の債務額をい■らとする

li'.
-7{ (j)

Etlt
l.) .

.r')

納得 してもらった うえて先生にお答えしよ うと思っていま I´ た。

ところが、 6月 上旬キ 111の 健康状態が思わ し(な い事態とな り、そのような状況の

中、

彼らに細かいことを説明 した り、聞いた りするのは酷であると:考 え控えてお りまし

た。

その後、一応事態が好転 したとみなせる時点で彼 らに説明をする文書を送 りましたっ
´
今後、種々の点について彼 らに確認または承認 してもら ,て から先生に何 らかのこ返

事ができると思いますが、

まだ相当の時間がかかるのではないかと考えますので、こ碑解いたた |す ないで しょ 'i

か .

士た、 っぃ先 日、今後キミニの定期的な支出額が孝れな↓りの金額分増加することが判

月し、

また場合によつてはさらに増加することも考えられ、 こうしたことも井生⌒、のご返事

の日干期に影響を与えそうです。

以上、 こちりの事情をどこまで詳 しく書いてよいか悩む点がありま |_た ので.拍 象的

でわか りにくいところもあるかと思います。

もしそのような部分がありましたら、差 し支えないと思われる範囲でお答えしますの

で、 ご照会 ください。

よろ しくお願い申 し上げます。

可
~850-0033

長崎県長崎市万才町 2番 7号 松本ビル 203
司法書士 安部高樹事務所

西山キミヱ 成年後見人 司法書士 安部高樹

う

年
　
彼
　
で
　
に

ちしヽ .(ら を 時に支払い、何月の分詈」払い●をいくらとするかに :〕 いては

ミエの祥足相続人である子たち (ま ずは西1上1和 子様は除いて

'|こ

影響等があ

らの理解と協力が必要 と考えますc

＼彼らに種´々説明し、最終的には彼 り (「
ナ_:|1和 子様を除く西山キミニの子た
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TEL  095-826-4451

Fax 095-826-4425
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令和 3年 11月 29日

西山和子様成年後見人

弁護士 力日藤 貴大 先生

T850-0033

長崎県長崎市万才町 2番 7号

松本 ビル 203
TEL 095-826-4451
FAX 095-826-4425

西 山キ ミヱ成年後見人

司法書士 安部高樹

冠省 西山キミヱの成年後見人 としてご連絡いたします。

本年 5月 18日 付の先生の 「ご連絡」文書をいただいた後, 5月 24日 付で

「諫早市の『正林駐車場』の賃料についての合意書作成にあたって,先生ご提

示の合意書案の検討 ,ま た先生か らのご質問にお答えするための調査 。確認に

相応の時間を要すると考えますので,お時間をいただければ幸いです」 との書

状を先生にお送 りいたしました。

その後,本年 7月 5日 付の先生宛のメールに記 しましたように,「西山和子様

に西山キミヱが支払 うべき過去の債務額をい くらとするか,そ の うちいくらを

一時に支払い,毎月の分割払い分をい くらとするかについては,西 山キミヱの

推定相続人である子たち (ま ずは西山和子様は除いて)に影響等があり,彼 ら

の理解 と協力が必要 と考え」られますので,推定相続人 らに種々説明しました。

これを前提 として,彼 らの意向を「確認書 (ま たは同意書または承諾書)」 とい

う書面によって確認等 しようとしてお りますが,推定相続人のいずれも 「確認

書 (ま たは同意書または承諾書 )」 にすんなり署名押印等 してくれる様子はなく,

本年 5月 18日 付の 「ご連絡」文書に書かれた質問事項にお答えした り,合意

書を作成 した りするまでの道の りはきわめて遠いと感 じてお ります。

見通 しがつかないまま 「今 しばらくお待ちください」 と申し上げるのは誠意

に欠けると思いますので,正直に申し上げると,究極的には,西山キミヱにつ

いて相続発生後 (西 山和子様について相続が発生する前に西山キミヱについて

相続が発生 した場合 とい う意味ですが),西 山和子様の成年後見人である先生 と

■

一

ご 連 絡

に



西山キミヱの他の相続人 ら (実際には相続人 らの各代理人弁護士 となるのでは

ないかと思いますが)と の間で,正林駐車場の過去の賃料の西山和子様への西

山キミヱの支払い義務や債務額について話 し合ってお決めいただくしかないの

ではないかと考えています。

または現段階で,先生 と西山キミヱの他の推定相続人 ら (ま たは推定相続人

らの各代理人)と 当職 との間で話 し合 うとい う方法もあるかと思いますが,こ
うしたことが可能かどうか当職 としては心もとない心持でお ります。

以上よろしくお願い申し上げます。

草々

了

＼_

に



令和 3年 12月 9日

西山キミヱ様成年後見人

司法書士 安部 高樹 先生

T851--2105
長崎県西彼杵郡時津町浦郷・卜1[13 1(〕 平瀬 ビ′12階

弁護士法 人、大村綜合法律事務所 時津ォフ 千ス

TE]_型  (:)95-- 894--527(1)
FliX (1(〕 5 -81:)二1 -52・′ 1

西 山和手成年後見 人

弁護士   力日 藤 貴 大

ご  連  絡

冠省 西山和子の成年後見人としてご連絡いたします。

過去の駐車場賃料の清算につきまして,当職の考えをお知らせします。

]_早急に合意 したい点

安部先生ゴ指摘のとお り)キ ミヱ様が和千氏に対 |_い く、らを支払 うかは,相

続の際,推定相続人 らに反射的に影響するものと存 じます.

ただ,クな
`:ヒ

もキミ」[様 の和子に対す る債務額がいくらであるかに ,t｀ て

|｀」,:推定本目続人 ―]は 1'巴握 |´

~て
いないと,1/っ で¬

~し
半|||‐」,F‐ もしかねる点であろ う

と考えられまう
~.

そ́ ilで ,イーの うちい イらをいつ支払 つか,11い |,点 はさておき,ま ず |ニ キ

ミヱ:様 の和 子に対する債養額だけでも,早急に合意 |_確 定 1_た いと考えてお り
■I」―
こヽ  .′

[,

債務額を合意 |_´ ないまま,キ ミエ様や和子氏が亡 くなった場合 には,債務額

に関する争いは事情 を知 らない相続人 らとび)間 で複雑化 し大きくなる 二とか

予想 され ますので,双方の後見人が就任 Lて いる間に ,´合
‐`
意 したい と考 えてお

ります。

キ ミヱ様の和子氏に対 ¨ろ債務額 の合意に ついて.推定相続人 らの同意や確

認は法律上不要 であ り 実質的に も推定相続 メらには判断 しかねると二ろと考

えられ ますの で,債務額 について安部先生の ゴ意見をお問きできます と幸いで

,。

当職 としましては,不 当利得 として 1()年間の消滅時効にかかるか,Xは債

に

ヒ



権法改正前民法 158条 の類推適用 によ l,消 滅時効 にかか らないかに ついて

裁判上での判断が分かれ うることか ら,当 方は譲歩す る余地があ るものと考え

てお ります。なお ,消滅時効 を 5年 とする兄解は、キ ミニ様 と和千氏 との間で

毎 月キ ミ三■様か和手に金銭を支払 う旨の合意 を |_て いた いけで |ま な く.合意 目

体が存在 しない,I li.債権法改正前民法 169条 の要件 を満たす と考える I_と

は難 しいので |ま な |ヽ ■ヽ と,考 え_て お |)ま す
.[

2 安部先生の リスク予防

安部先生にこのよ うなことをお伝えする三とは釈担|に説法 と存 じますが,推

定相続 人らの同意や7]′隻認を待 つごとによリ キ ミヱ様が和子氏に負う債務額の

合意をせず,支払いを 1_な いままに 1_て お く二とは,そ の期間分の遅延損害金

が発生するリスクのある行為です。

キミヱ様がお亡 くなりになった・′弓舒 本[1続ブ、、らが,安部先生が速 やかに当職

と和解せず支払い券しなかった ■とにより遅延損害金相当の損害を負 った 11

主張す る可能性が否てできないと思われます_

このような リスクを防止する観点からも―まずは遅延損害金を含めた債務額

だけ でも計意 してくださいます
~と

幸いです。

3 浄意の期限についての認識

当職の考える債権法改正前民法 l158条類推適用の構成からは,遅 くとも安

音|`先生から最後のご回答のあ「
,た 本年 11月 29日 か ら (う か 月以内には債務

額につい
「

合意 したいと考え 〔
~お

ります :

二の期間を過 ぎる il l」 が見込まれる場 合は`,やむを得 ず民事訴訟を提起 1~う

可能性が 1ゴ さいま
‐
うことをi千め I:「 承 (だ さい.

ただ |_民事訴訟では即時一括の支払ぃを求めきるを得 ギ,キ ヽ二様 と和子

氏が親子関係である■と等による配慮を Lに くい三とから,当職 と |ま l_て は ,

できる限 り民事訴訟によらない和解をしたいと考えてお ります。

L記 1の とお I),債務額だけて:・ 七合意 したいと存 じますので,債務額につい

て安音|`先生のゴ意見をお部かせくたさいま す
~よ

り,お願い申し上げます [.

ご多用中恐縮ですが,令和 4年 1月 7日 をヨ途に,ご回答をくださいま十と

幸いです
「

草カ

０
′４

に
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令不口R f11 1 2月 13日

四山和子様成午後見人

弁護士 加藤 貴大 先生

〒 850-0033

長崎県長崎市万才町 2番 7号

松本 ビル 203 ‐

TttL 095-826-4451

FAX 096-826-4425

西山キミヱ成年後見人

司法書士 安部高樹

冠省 西山キミユの成年後見人としてご連絡いたします.

過去の正林駐市場嬌料清算の件について記させてぃただきます。

1 当職の責任について

先生は令和 3年 12月 9 FI付で当職にファックスでお送りくださった 「ピ連絡」に,「キ

ミエ様の和子氏に対する債務額の合意について,推定相続人らの同意や確認は法律不要であ]

るとお書きです。′
Pなかにそのとおりなのですが,法律上不要であるからといって当職が債務

額について極めて注意深く吟味せずに合意したり,ま た場合によっては推定相続人い|こ 少な

くとも時効についての考え方を確認したりせずに合意したりし,画山キミユについての相続

開始後 |こ相統人らが当機の責任を迫及するような事態になることは避けたいと考えており

ます。

詳細は書きませんが (も し本人等の同意を得られれば今後詳細を書く通ともありますが).

思わぬことを当職に言′Dできている推定相続人もおり,軽々に当職が債務額について同意す

ると,後に責任を迫及される可能性がなくはないということを心配しております。

2 確認及び各方面への相談

今回,先生より′千黄務額だけでも早急に確定したいとのご意見をいただきましたので,そ 吟

旨西山和子様を除く各推定相続人 (ま たはその各代理人弁護士)に伝え′意見を確認 したい

と思います。無論,各意見に当職が約束されるものではありませんが,それらを参考とした

いと思います。

絡連か　ヽ
ゝ
」

に



また,推定相続人等からL記で求めた意見についてなかなか回答がされない,または返事

をもらう見込みがまったくないという場合もありますので:将来の当職の責任を回避できる

ような形での債務額の合意の仕方について自分でもよく考えてみます′(,く ,場合によつては当

職への責任迫及への可能性や責任回避方法について弁鑽・I]に相談することも考えていますり

さらにもうひとつこれはこのようなことをすること自体が妥当かどうかわかりません汎

裁判所 (裁判官)に 今回の場合にどれほどの金額で合意することが妥当かどうか相談 (お

伺い)を してみることも考えています。裁判所がひとつの指針を出せば`後 の当職への責任

迫及を避けたり,迫及された場合の反論に資す場のではないかと思いますのでぅ

上記の確隷や相談のために,債務額を考えるための資料を各所に開示することは仕方ない

と考えます。

また,先生が本件についてこれまでお書きになったご意見等も相談相手等に伝えぎるをえ

ないこと ヵヽありますので,こ の点,予めご了承ください。

3 ご質問

先生111:令和 3年 12月 9目 付「ご連絡」|こ
「当職の考える債権法改正前民法 158条類

推適用の構成からは,遷 くとも安部先生から最後のご回答のあつた本年 11月 29日 から6

か月以内には債務額について合意したいと考えております」とお書きであり,これは消滅時

効と関係のあることと存じますが`浅学葬才の身ゆえ′債権法改正前民法158条類推適用

の構成と当職が本年 11月 29日 にお送りした文書「ご連絡 1の内容との関係が今ひとつわ

かりません。この点,も しよろしければその関連をご教示いただけないでしようか。

またl債権 1`告 改正前民法158条類推適用のァ
1宵成と逼の「ご連絡」との関係も不明ですの

で,末尾に消滅時効に関する文言を添えさせていただきます。

4 お願い

上記のように種々考えたり,確認 したり,相談するということを考えておりますので,現

在,年末ということもあり,令和4年 1月 7日 頃散でに先生に実のある回符を差しにげるこ

とは難しいことが考えられますゥなるべく早急にとは考えておりますので,その点′ご了承

いただければ幸いです。

本件に関して,訴え提起は地けていただきたいと考えております。そのためにできる限り

ご協力いたしますが,上に述べましたように,当職は自分への責任追及の可能性を予め封じ

たいと考えておりますので,その点,ご理解いただければ幸いです。

5 蛇足

正林駐 |‖場の敷地がなぜ西山和子様名義のものと西山紘二氏名義 (現 西山キミヱ名義)の

ものとになったのかは今のところ当職にはよくわからず′またその賃料がなぜ西山1キ ミエの

2

1

ヽ



銀行預金 日座に振:り 込まれていたのかも当職にはよくわかりません。そのため,当 :職はおそ

らく西山キミこの各推定相続人以上に事情がよくわからないまま本件についての話し合い

を先生と進めているという感覚をもつているということをご理解いただければと存 じます。

本書は,時動中断事由としての債務の承認をする〔)のではありません。

草々

ヒ

し



西山キミヱ様成年後見人

司法書士 安部 高樹 先生

令和 3年 12月 16日

〒851--21t)5
長崎県西彼杵郡時津町浦球|`::[43 1(D 平瀬ビア12階

弁護士法 人大村綜 合法律事務所 ロキ津オフィ ス

TEL C)[)5--89‐1-517(,
FAX (195--894--5271

西 山和平成年後見 人

弁護士   力11 藤 貴 大

ご  連  絡

こ

冠省 西山和子の成年後見人 として,安部先生の本年 12月 13日 付書面内のご

質問に対 し, ご回答いたします。

当職の認識 とlま しては,安部先 生の本年 5月 24日 付書面及び本年 7115日

付 メールにて, 合意のための返答のために推定相続 人らに意 見照会 1_て い るが

返答には時間を要 1~る 旨記載 され ていた ■とか ら、安部先生か らrノ )返答 をお待

ちす る 二とが信義員|1上相当と考え ばお,「|ま した ]

そ して,安部先生の本仁 可 :1月 21)|ヤ
|′寸文 書に

~て

,安部先生が返答 を差 し控え

る方釜十を採用 され 1-11_,`乃 と認識 したため,7:れ以上にお待 らす ′ミき理 由が消失

lン ア::二 とか ら,同 |ヨ を一つの基準 と |_〔 考 えた もの ■す _

_早 々


